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三
三

〔
凡
例
〕

一
、
本
稿
は
、
服
部
南
郭
﹃
大
東
世
語
﹄﹁
紕
漏
﹂
篇
の
本
文
と
原
注
に
関
す
る

注
釈
で
あ
る
。

一
、
注
釈
は
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
二
〇
一
七
年
度
科
目
﹁
国
文

学
演
習
﹂︵
堀
　
誠
担
当
︶
の
受
講
生
︵
戸
丸
凌
太
・
叢
星
晨
・
馮
超
鴻
・

橘
和
久
・
荻
原
大
地
・
倪
晨
・
樋
口
敦
士
︶
が
講
読
担
当
話
の
発
表
資
料
に

基
づ
い
て
原
稿
化
し
た
。

一
、
底
本
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
﹃
大
東
世
語
﹄︵
寛
延
三
年
︿
一
七
五
〇
﹀

刊
︶
に
依
り
、
ま
た
典
拠
に
関
し
て
は
同
館
蔵
本
﹃
大
東
世
語
考
﹄︵
方
寸

菴
漆
鍋
稿
、
寛
延
四
年
︿
一
七
五
一
﹀
序
︶
を
参
考
に
し
た
。

一
、﹁
紕
漏
﹂
篇
の
都
合
七
話
を
、︹
紕
漏
１
︺
の
よ
う
に
順
次
表
記
し
た
。

一
、
注
釈
は
本
文
の
︹
書
き
下
し
文
︺・︹
訳
文
︺、
原
注
の
︹
書
き
下
し
文
︺・︹
訳

文
︺、
及
び
︹
語
釈
︺、︹
典
拠
︺
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

一
、︹
書
き
下
し
文
︺
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
訓
点
を
尊
重
し
つ
つ
、
適
宜
こ

れ
を
改
め
た
。

〔
紕
漏
１
〕

中
書
王
①
薨
後
。
天
曆
帝
問
二

其
子
黃
門
伊
陟
一

曰
。
王
家
有
レ

所
レ

遺
邪
。
黃
門

曰
。
有
二

兔
裘
一

。
尋
當
二

進
獻
一

。
上
仍
二

其
語
勢
一

。
謂
兔
皮
製
裘
耳
。
旣
而
黃
門

進
二

覽
一
封
卷
一

。
卽
王
晚
所
レ

作
菟
裘
賦
也
。
中
云
。
君
昏
臣
諛
。
無
レ

所
二

于
愬

一

。
上
披
覽
悵
然
。
黃
門
暗
劣
。
旣
已
不
レ

知
二

營
老
之
事
一

。
語
有
二

諱
忌
一

。
亦

復
不
レ

知
②
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
　
第
二
十
九
号
　
二
○
一
九
年
三
月

『
大
東
世
語
』「
紕
漏
」
篇
注
釈
稿

堀

　
　
　誠
・
戸
丸

　凌
太
・
叢

　
　星
晨 

馮

　
　超
鴻
・
橘

　
　和
久
・
荻
原

　大
地 

倪

　
　
　晨
・
樋
口

　敦
士
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﹃
大
東
世
語
﹄﹁
紕
漏
﹂
篇
注
釈
稿
︵
堀
・
戸
丸
・
叢
・
馮
・
橘
・
荻
原
・
倪
・
樋
口
︶ 

三
四

〔
書
き
下
し
文
〕

中
書
王
薨
じ
て
後
、
天
曆
帝
　
其
の
子
の
黃
門
伊こ
れ
た
だ陟
に
問
ひ
て
曰
く
、﹁
王
の
家

遺
す
所
有
り
や
﹂
と
。
黃
門
曰
く
、﹁
兔
裘
有
り
。
尋
ね
て
當
に
進
獻
す
べ
し
﹂
と
。

上
　
其
の
語
勢
に
仍よ

り
て
、
謂お
も

へ
ら
く
﹁
兔
皮
の
製
裘
の
み
﹂
と
。
旣
に
し
て
黃
門
　

一
封
卷
を
進
覽
す
。
卽
ち
王
の
晩
に
作
る
所
の
菟
裘
の
賦
な
り
。
中
に
云
く
、﹁
君

昏く
ら

く
臣
諛
へ
つ
ら
ふ
。
愬
す
る
所
無
し
﹂
と
。
上
披
覽
し
て
悵
然
た
り
。
黃
門
暗
劣
な
り
。

旣す

で已
に
營
老
の
事
を
知
ら
ず
。
語
　
諱
忌
有
る
も
、
亦
た
復
た
知
ら
ず
。

〔
訳
文
〕

中
書
王
︵
兼
明
親
王
︶
が
薨
去
さ
れ
た
の
ち
、
村
上
天
皇
は
そ
の
子
の
中
納
言
源

伊
陟
に
尋
ね
た
、﹁
中
書
王
の
家
に
は
遺
品
が
あ
る
の
か
﹂
と
。
伊
陟
は
申
し
上

げ
た
、﹁
兔
裘
が
ご
ざ
い
ま
す
。
探
し
て
必
ず
献
上
い
た
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
。
天

皇
は
そ
の
語
調
に
よ
っ
て
、
う
さ
ぎ
の
皮
衣
だ
と
思
っ
た
。
や
が
て
伊
陟
は
一
つ

の
巻
物
を
御
覧
に
入
れ
た
。
親
王
が
晩
年
に
作
ら
れ
た
﹁
菟
裘
賦
﹂
で
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
に
、﹁
君
主
は
暗
愚
で
あ
り
家
臣
は
お
も
ね
る
ば
か
り
で
あ
る
。
訴
え

よ
う
に
も
そ
の
術
が
な
い
﹂
と
あ
る
。
天
皇
は
御
覧
に
な
っ
て
嘆
い
た
。
伊
陟
は

愚
昧
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
中
書
王
の
隠
遁
の
い
わ
れ
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
賦

の
言
葉
の
中
に
禁
忌
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
知
ら
な
か
っ
た
。

〔
原
注
〕

①
兼
明
。

②
王
名
兼
明
。
延
喜
帝
子
。
博
學
多
才
。
賜
二

姓
源
氏
一

。
官
左
大
臣
。
及
二

藤
兼

通
執
政
一

。
陽
尊
爲
二

親
王
一

。
實
奪
二

其
權
一

。
王
嘗
卜
隱
二

居
於
龜
山
一

。
於
レ

是

鬱
鬱
不
レ

得
レ

志
。
乃
作
二

菟
裘
賦
一

。
君
昏
臣
諛
。
其
序
中
語
。
一
云
。
永
延

帝
時
。
伊
陟
上
二

其
賦
一

。
帝
覽
二

序
語
一

不
レ

悦
。
至
二

于
賦
中
一

云
。
扶
桑
豈

無
レ

影
乎
。
浮
雲
掩
而
乍
昏
。
叢
蘭
豈
不
レ

芳
乎
。
秋
風
吹
而
先
敗
。
帝
乃
知
二

其
抑
鬱
一

。
帝
時
亦
不
レ

滿
二

於
藤
衟
長
專
權
一

。

深
感
レ

恨
。
自
書
二

扶
桑
二

句
一

。
常
藏
二

巾
箱
一

。
帝
崩
後
。
衟
長
入
二

臥
內
一

。
覩
而
忌
レ

之
。
乃
陰
裂
レ

之
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
兼
明
な
り
。

②
王
の
名
　
兼
明
な
り
。
延
喜
帝
の
子
な
り
。
博
學
多
才
な
り
。
姓
源
氏
を
賜
は

る
。
官
は
左
大
臣
な
り
。
藤
兼
通
の
執
政
に
及
び
て
、
陽
尊
し
て
親
王
と
爲

し
、
實
に
其
の
權
を
奪
ふ
。
王
嘗
て
卜
し
て
龜
山
に
隱
居
す
。
是
に
於
い
て
鬱

鬱
と
し
て
志
を
得
ず
、
乃
ち
菟
裘
の
賦
を
作
る
。﹁
君
昏
く
臣
諛
ふ
﹂
は
、
其

の
序
中
の
語
な
り
。
一
に
云
ふ
、
永
延
帝
の
時
、
伊
陟
　
其
の
賦
を
上
る
。
帝
　

序
語
を
覽
る
に
悦
ば
ず
。
賦
中
に
至
り
て
云
く
、﹁
扶
桑
豈
に
影
無
か
ら
ん
や
、

浮
雲
掩
ひ
て
乍
ち
昏
し
。
叢
蘭
豈
に
芳
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
秋
風
吹
き
て
先
づ

敗
る
﹂
と
。
帝
乃
ち
其
の
抑
鬱
た
る
を
知
る
。
帝
　
時
に
亦
た
藤
衟
長
の
專
權

に
滿
ち
ず
。

に
深
く
恨
み
を
感
ず
。
自
ら
扶
桑
の
二
句
を
書
き
、
常
に
巾
箱

に
藏を
さ

む
。
帝
崩
じ
て
後
、
衟
長
　
臥
內
に
入
り
、
覩
て
之
を
忌
む
。
乃
ち
陰
か

に
之
を
裂
く
。

〔
訳
文
〕

①
兼
明
で
あ
る
。

②
王
の
名
前
は
兼
明
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
の
子
で
あ
る
。
学
問
が
博
く
多
才
で

あ
っ
た
。
源
氏
の
姓
を
与
え
ら
れ
た
。
官
位
は
左
大
臣
で
あ
っ
た
。
藤
原
兼
通

が
政
治
を
行
う
と
き
に
な
っ
て
、
兼
明
を
親
王
に
し
て
尊
崇
し
て
い
る
ふ
り
を
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三
五

し
、
実
際
に
は
兼
明
か
ら
政
治
権
力
を
奪
っ
た
。
兼
明
親
王
は
以
前
占
い
に

よ
っ
て
亀
山
に
隠
居
し
た
。
か
く
て
鬱
々
と
し
て
志
を
遂
げ
ら
れ
ず
、
そ
こ
で

﹁
菟
裘
賦
﹂
を
作
っ
た
。﹁
君
主
は
暗
愚
で
あ
り
臣
下
は
お
も
ね
る
ば
か
り
で
あ

る
﹂
は
、
そ
の
序
文
の
言
葉
で
あ
る
。
一
説
に
、
一
条
天
皇
の
治
世
に
、
伊
陟

は
そ
の
賦
を
献
上
し
た
。
天
皇
は
そ
の
序
文
を
御
覧
に
な
っ
て
気
分
を
損
ね

た
。
賦
の
本
文
に
入
り
、﹁
扶
桑
︵
太
陽
︶
の
国
で
あ
る
こ
の
日
本
に
は
光
︵
天

皇
︶
が
あ
ろ
う
が
、
浮
雲
︵
藤
原
氏
の
専
権
政
治
︶
が
覆
っ
て
た
ち
ま
ち
に
暗

く
な
る
。
ひ
と
む
ら
の
蘭
は
芳
香
を
放
っ
て
い
る
が
、
秋
風
が
吹
く
と
ま
ず
損

な
わ
れ
る
﹂
に
至
る
と
、
天
皇
は
兼
明
親
王
の
晴
れ
な
い
気
持
ち
に
気
づ
い
た
。

天
皇
は
ち
ょ
う
ど
藤
原
道
長
が
権
力
を
専
ら
に
し
て
い
る
こ
と
を
不
満
に
思
っ

て
い
た
。
そ
の
結
果
ひ
ど
く
恨
み
を
感
じ
て
い
た
。
自
分
で
﹁
扶
桑
﹂
の
二
句

を
書
い
て
、
常
に
そ
れ
を
小
箱
に
し
ま
っ
て
お
い
た
。
天
皇
が
崩
御
し
た
の
ち
、

道
長
は
天
皇
の
寝
室
に
入
り
、
小
箱
の
二
句
を
見
て
忌
ま
わ
し
く
思
っ
た
。
そ

こ
で
人
知
れ
ず
こ
れ
を
破
っ
た
。

〔
語
釈
〕

中
書
王
　
兼
明
親
王
。
九
一
四
～
九
八
七
。
中
書
王
・
前
中
書
王
と
も
呼
ば
れ

る
。
延
喜
二
十
年
︵
九
二
〇
︶
に
源
姓
を
賜
わ
っ
て
臣
籍
に
降
下
し
、
延

長
七
年
︵
九
二
九
︶
に
十
六
歳
で
元
服
し
た
。
天
禄
二
年
︵
九
七
一
︶
に

左
大
臣
と
な
っ
た
が
、
天
延
三
年
︵
九
七
五
︶
に
嵯
峨
に
別
荘
を
建
て
て

隠
逸
生
活
に
入
っ
た
。
貞
元
二
年
︵
九
七
七
︶
に
関
白
藤
原
兼
通
の
讒
奏

に
よ
っ
て
親
王
と
さ
れ
、
二
品
中
務
卿
に
貶
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
憂
憤

の
情
を
綴
っ
た
の
が
﹁
菟
裘
賦
﹂
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
嵯
峨
に
隠
退
し
て

孤
独
文
雅
の
生
活
を
送
っ
た
。
中
書
王
は
中
務
卿
の
唐
名
。

天
曆
帝
　
村
上
天
皇
。
九
二
六
～
九
六
七
。
天
慶
九
年
︵
九
四
六
︶
に
朱
雀
天
皇

の
譲
位
を
受
け
て
践
祚
。
国
司
功
過
と
租
税
確
保
の
手
続
き
な
ど
、
多
く

の
公
事
が
整
え
ら
れ
、
倹
約
と
諸
芸
文
筆
が
奨
励
さ
れ
た
治
世
は
、
の
ち

醍
醐
天
皇
の
治
世
と
と
も
に
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
と
称
さ
れ
た
。
歌
集
に

﹃
村
上
天
皇
御
集
﹄
が
あ
り
、﹃
村
上
天
皇
宸
記
﹄
お
よ
び
天
皇
撰
と
伝
え

る
﹃
清
涼
記
﹄
な
ど
の
逸
文
が
残
る
。
漢
詩
に
も
す
ぐ
れ
、
琴
・
笙
・
琵

琶
を
学
ん
だ
。

黃
門
伊
陟
　
源
伊
陟
。
九
三
八
～
九
九
五
。
兼
明
親
王
の
王
子
。
醍
醐
源
氏
。
貞

元
二
年
︵
九
七
七
︶
に
参
議
と
な
っ
た
。
正
三
位
に
進
み
、
右
衛
門
督
、

太
皇
太
后
宮
権
大
夫
を
兼
ね
て
中
納
言
と
な
っ
た
。
黄
門
は
中
納
言
の

唐
名
。

兔
裘
　
う
さ
ぎ
の
皮
衣
。

菟
裘
賦
　
兼
明
親
王
が
藤
原
兼
通
の
讒
言
に
あ
っ
て
左
大
臣
を
追
わ
れ
、
亀
山
に

退
隠
す
る
と
き
に
作
っ
た
作
品
。﹁
菟
裘
﹂
は
山
東
省
の
地
名
で
、
魯
の

隠
公
が
隠
居
し
た
場
所
。﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
﹁
賦
﹂﹁
幽
隠
﹂
所
収
。

無
所
于
愬
　
訴
え
る
方
法
が
な
い
。﹁
愬
﹂
は
﹁
訴
﹂
と
同
義
。

披
覽
　
文
書
な
ど
を
開
い
て
見
る
こ
と
。

悵
然
　
悲
し
み
嘆
く
様
子
。

暗
劣
　
物
事
に
く
ら
く
劣
っ
て
い
る
こ
と
。
暗
愚
で
才
能
の
劣
っ
て
い
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

營
老
　﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄﹁
隠
公
﹂
に
﹁
使
レ

営
二

菟
裘
一

、
吾
将
レ

老
焉
。︵
菟
裘
に
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三
六

営
ま
し
め
、
吾
将
に
老
い
ん
と
す
︶﹂
と
あ
り
、
隠
遁
を
表
す
語
と
し
て

使
わ
れ
る
。

諱
忌
　
嫌
っ
て
避
け
ら
れ
る
言
葉
や
行
動
。
禁
句
や
禁
忌
。

延
喜
帝
　
醍
醐
天
皇
。
八
八
五
～
九
三
〇
。
寛
平
九
年
︵
八
九
八
︶
に
宇
多
天

皇
の
譲
位
で
践
祚
。
宇
多
上
皇
は
譲
位
に
際
し
て
天
皇
に
訓
誡
を
与
え
、

藤
原
時
平
と
菅
原
道
真
を
併
用
し
、
特
に
道
真
を
重
用
す
べ
き
こ
と
を

諭
し
た
。
天
皇
は
上
皇
の
意
を
承
け
て
親
政
を
続
け
る
が
、
延
喜
元
年

︵
九
〇
一
︶
に
右
大
臣
道
真
は
讒
言
に
よ
っ
て
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
、

左
大
臣
時
平
が
独
り
天
皇
を
補
佐
し
て
政
権
を
握
っ
た
。
天
皇
は
延
長
八

年
︵
九
三
一
︶
に
病
床
に
臥
し
、
大
漸
に
及
ん
で
皇
太
子
寛
明
親
王
︵
朱

雀
天
皇
︶
に
譲
位
、
落
飾
し
て
金
剛
宝
と
称
し
た
。

藤
兼
通
　
藤
原
兼
通
。
九
二
五
～
九
七
七
。
天
慶
六
年
︵
九
四
三
︶
に
従
五
位
下

に
叙
せ
ら
れ
、
安
和
二
年
︵
九
六
九
︶
に
参
議
と
な
る
。
し
か
し
弟
兼
家

は
同
年
に
参
議
を
経
ず
に
中
納
言
と
な
り
兼
通
を
超
越
し
た
。
天
禄
三
年

︵
九
七
二
︶
に
権
中
納
言
と
な
る
。
同
年
に
摂
政
太
政
大
臣
伊
尹
が
病
気

の
た
め
辞
表
を
提
出
す
る
と
、
兼
通
・
大
納
言
兼
家
は
円
融
天
皇
の
前
で

直
ち
に
摂
政
を
停
め
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
次
の
摂
政
に
な
る
こ
と
を
両

者
で
言
い
争
っ
た
。
伊
尹
が
没
し
た
後
、
大
納
言
を
経
ず
に
内
大
臣
に
任

じ
ら
れ
、
左
大
臣
源
兼
明
・
右
大
臣
藤
原
頼
忠
、
大
納
言
兼
家
ら
を
超
越

し
政
務
の
実
権
を
握
っ
た
。

陽
尊
　
う
わ
べ
だ
け
尊
ぶ
こ
と
。﹁
陽
﹂
は
偽
る
の
意
味
。

龜
山
　
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
に
あ
る
山
。
付
近
を
流
れ
る
大
堰
川
の
河
畔
に
兼
明

親
王
の
別
荘
が
あ
っ
た
。

永
延
帝
　
一
条
天
皇
。
九
八
六
～
一
〇
一
一
。
寛
和
二
年
︵
九
八
六
︶
に
花
山

天
皇
の
出
家
の
事
件
に
よ
っ
て
七
歳
で
践
祚
、
外
祖
父
の
右
大
臣
兼
家

が
摂
政
と
な
っ
た
。
正
暦
元
年
︵
九
九
〇
︶
に
十
一
歳
で
元
服
し
、
そ

の
後
兼
家
の
子
の
道
隆
・
道
兼
が
摂
政
・
関
白
を
勤
め
た
が
、
長
徳
元
年

︵
九
九
五
︶
か
ら
は
、
兼
家
の
第
四
子
の
道
長
が
内
覧
の
右
大
臣
、
つ
い

で
左
大
臣
と
し
て
権
を
振
る
い
、
藤
原
氏
の
全
盛
期
に
入
っ
た
。
寛
弘
八

年
︵
一
〇
一
一
︶
に
病
に
よ
り
従
兄
に
あ
た
る
東
宮
居い
や

貞さ
だ

親
王
︵
三
条
天

皇
︶
に
譲
位
。

扶
桑
　
昔
、
中
国
で
太
陽
の
出
る
東
海
の
中
に
あ
る
と
い
わ
れ
た
、
葉
が
桑
の

木
に
似
た
神
木
。
ま
た
、
太
陽
。
ま
た
、
東
海
に
あ
る
国
と
し
て
日
本
を

指
す
。

影
　
　
こ
こ
で
は
ひ
か
り
の
意
。
こ
の
句
以
下
、
藤
原
氏
の
専
権
に
対
す
る
兼
明

親
王
の
不
満
と
国
の
先
行
き
に
対
す
る
不
安
が
表
れ
て
い
る
。

叢
蘭
　
群
生
し
て
い
る
蘭
。

藤
衟
長
　
藤
原
道
長
。
九
六
六
～
一
〇
二
七
。
摂
政
、
太
政
大
臣
。
御
堂
関
白
・

法
成
寺
関
白
な
ど
の
別
称
が
あ
る
。
天
元
三
年
︵
九
八
〇
︶
に
従
五
位
下

に
叙
位
。
寛
仁
元
年
︵
一
〇
一
七
︶
に
は
太
政
大
臣
に
進
ん
だ
。
ま
た
、

長
保
元
年
︵
九
九
九
︶
に
は
そ
の
女
彰
子
を
一
条
天
皇
に
入
内
さ
せ
、
翌

二
年
に
は
中
宮
に
冊
立
し
、
寛
弘
五
年
︵
一
〇
〇
八
︶
の
敦
成
親
王
︵
の

ち
の
後
一
条
天
皇
︶
の
誕
生
に
よ
り
外
戚
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
、﹁
一

家
立
三
后
、
未
曾
有
﹂
と
評
さ
れ
、
こ
の
威
子
立
后
の
宴
で
詠
じ
た
﹁
望
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三
七

月
の
歌
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
栄
華
を
築
い
た
。
寛
仁
二
年
に
太
政
大
臣
を
辞

し
、
同
三
年
に
院
源
を
戒
師
と
し
て
出
家
し
た
。

巾
箱
　
布
を
張
っ
た
小
箱
。

〔
典
拠
〕

﹃
十
訓
抄
﹄
巻
十
│
第
一
話
。

︵
戸
丸
　
凌
太
︶

〔
紕
漏
２
〕

藤
大
將
濟
時
。
好
事
二

外
餝
一

。
有
レ

時
以
レ

此
誤
失
。
名
レ

善
レ

琴
。
有
二

人
請
レ

聽

者
一

。
必
爲
不
レ

得
レ

已
。
一
再
行
而
止
。
未
三

嘗
彈
二

一
曲
一

。
家
或
有
二

贈
貽
諸
物
一

。

陳
二

之
庭
上
一

。
夸
示
數
日
。
夜
納
レ

之
。
晝
日
復
出
設
。
至
三

於
又
有
二

贈
者
一

。
而

後
止
。
其
妹
承
二

天
曆
寵
一

。
居
二

宣
耀
殿
一

。
所
レ

生
皇
子
。
長
不
慧
。
大
將
爲
レ

之

餝
レ

事
防
衞
。
反
多
致
二

敗
失
一

。

見
二

非
笑
一

。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
大
將
　
濟
時
、
好
ん
で
外
餝
を
事
と
す
。
時
有
り
て
此
れ
を
以
て
誤
失
す
。
琴

に
善
き
に
名
あ
り
。
人
の
聽
く
こ
と
を
請
ふ
者
有
れ
ば
、
必
ず
爲
め
に
已
む
を
得

ず
し
て
、
一
再
行
に
し
て
止
む
。
未
だ
嘗
て
一
曲
を
彈
ぜ
ず
。
家
或
い
は
贈
貽
の

諸
物
有
れ
ば
、
之
を
庭
上
に
陳
し
て
、
夸
示
す
る
こ
と
數
日
。
夜
　
之
を
納
れ
、

晝
日
復
た
出
し
設
く
。
又
た
贈
者
有
る
に
至
り
、
而
し
て
後
に
止
む
。
其
の
妹
　

天
曆
の
寵
を
承
け
、
宣
耀
殿
に
居
り
。
生
む
所
の
皇
子
、
長
じ
て
不
慧
な
り
。
大

將
　
之
が
爲
め
に
事
を
餝
り
て
防
衞
す
。
反か
へ

っ
て
多
く
敗
失
を
致
し
て
、

ま
す

非
笑
せ
ら
る
。

〔
訳
文
〕

近
衛
大
将
の
藤
原
済
時
は
よ
く
外
見
を
飾
っ
た
。
と
き
に
は
こ
れ
で
失
敗
し
た
こ

と
も
あ
る
。
済
時
は
琴
に
精
通
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
彼
の
琴
を
聞
き
た
い
人
が

い
る
と
、
必
ず
そ
の
人
の
た
め
に
、
ほ
ん
の
一
、二
度
短
く
弾
い
て
や
め
、
こ
れ

ま
で
に
丸
一
曲
を
弾
い
た
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
家
に
贈
答
の
品
々
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
庭
に
陳な
ら

べ
て
、
数
日
間
誇
ら
し
げ
に
飾
っ
た
。
夜
に
な
る
と
、
家
に
収
納

し
、
日
中
は
庭
に
出
し
て
並
べ
る
。
新
た
な
進
上
物
が
届
く
と
、
前
の
品
々
を

飾
る
こ
と
を
や
め
る
。
済
時
の
妹
は
村
上
天
皇
の
寵
愛
を
う
け
、
宣
耀
殿
に
住
ん

だ
。
彼
女
が
生
ん
だ
皇
子
は
成
長
し
て
も
聡
明
さ
に
欠
け
た
。
済
時
は
彼
の
た
め

に
︵
そ
の
愚
か
さ
を
︶
取
り
繕
っ
て
、
庇
護
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
え
っ
て
多
く

の
失
敗
を
招
い
て
、
ま
す
ま
す
皇
子
が
嘲
笑
さ
れ
た
。

〔
語
釈
〕

藤
大
將
濟
時
　
藤
原
済
時
。
九
四
一
～
九
九
五
。
平
安
時
代
中
期
の
公
卿
。
左
大

臣
藤
原
師
尹
の
次
男
。
母
は
藤
原
定
方
の
女
。
右
兵
衛
督
、
権
中
納
言
、

大
納
言
、
近
衛
大
将
を
歴
任
し
て
、
長
徳
元
年
︵
九
九
五
︶
の
疱
瘡
の
大

流
行
に
よ
っ
て
死
去
し
た
。
死
後
、
娘
の
娍
子
が
三
条
天
皇
の
皇
后
と

な
っ
た
た
め
、
右
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
。
大
将
は
、
近
衛
府
の
長
官
。

外
餝
　
外
見
を
飾
る
。

誤
失
　
あ
や
ま
り
。
し
く
じ
り
。

一
再
行
　
一
、二
度
の
意
。﹃
史
記
﹄﹁
司
馬
相
如
伝
﹂
に
﹁
為
レ

鼓
一
再
行
﹂
と
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
後
の
﹁
未
だ
嘗
て
一
曲
を
彈
ぜ
ず
﹂
と
い
う
文
が
あ
る

た
め
、﹁
一
再
行
﹂
は
一
、二
度
短
く
弾
じ
た
意
と
解
釈
し
た
。
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三
八

贈
貽
　
送
る
。
或
い
は
贈
り
物
。

妹
　
　
藤
原
芳
子
。
生
年
不
詳
～
九
六
七
。
村
上
天
皇
の
女
御
。
宣
耀
殿
を
賜
っ

た
の
で
、
宣
耀
殿
女
御
と
呼
ば
れ
る
。

天
曆
　
年
号
。
平
安
時
代
、
村
上
天
皇
の
代
の
年
号
。
九
四
七
年
～
九
五
七
年
。

こ
こ
で
は
村
上
天
皇
の
こ
と
を
指
す
。
村
上
天
皇
は
︹
紕
漏
１
︺︹
語
釈
︺

﹁
天
暦
帝
﹂
参
照
。

宣
耀
殿
　
内
裏
の
殿
舎
の
名
。
後
宮
七
殿
の
一
つ
。
麗
景
殿
の
北
、
貞
観
殿
の
東

に
位
置
す
る
。
女
御
な
ど
の
居
所
。

皇
子
　
永
平
親
王
。
九
六
五
～
九
八
八
。
平
安
時
代
の
皇
族
。
村
上
天
皇
の
第
八

皇
子
。
八
の
宮
と
呼
ば
れ
る
。

餝
事
　
取
り
繕
う
こ
と
。

非
笑
　
そ
し
り
笑
う
。
人
を
悪
く
言
っ
て
笑
う
。

〔
典
拠
〕

﹃
大
鏡
﹄
巻
二
﹁
左
大
臣
師
尹
﹂。

︵
叢
　
星
晨
︶

〔
紕
漏
３
〕

史
大
夫
朝
親
。
少
時
作
二

文
章
生
一

。
以
二

其
面
甚
長
一

。
人
呼
二

長
面
進
士
一

。
後
恒

會
レ

文
。
游
二

諸
公
門
一

。
亦
以
二

奇
騃
一

。
每
被
二

輕
侮
一

。
一
日
借
二

人
車
一

載
出
。

車
小
屋
低
。
乃
且
在
レ

内
。
陰
脱
二

其
帽
一

。
手
持
行
。
逢
二

丞
相
出
一

。
遽
下
。
謂

恒
見
レ

識
二

諸
公
一

。
不
二

復
避
匿
一

。
乃
斂
レ

衿
將
レ

拜
。
而
忘
二

其
脱
一レ

帽
。
右
手

持
レ

帽
。
肅
然
露
レ

頂
。
俯
二

伏
路
側
一

。
公
車
前
驅
。
無
二

不
レ

解
レ

頤
者
一

。

〔
書
き
下
し
文
〕

史
大
夫
朝
親
、
少
き
時
　
文
章
生
と
作な

る
。
其
の
面
甚
だ
長
き
を
以
て
、
人
　
長

面
進
士
と
呼
ぶ
。
後の
ち

恒
に
文
に
會
し
て
、
諸
公
の
門
に
游
ぶ
。
亦
た
奇
騃が
い

を
以
て
、

每
に
輕
侮
せ
ら
る
。
一
日
　
人
の
車
を
借
り
て
載
り
て
出
づ
。
車
小
さ
く
し
て
屋

低
し
。
乃
ち
且し
ば
ら
く
內
に
在
り
て
、
陰ひ
そ

か
に
其
の
帽
を
脱
し
、
手
に
持
し
て
行
く
。

丞
相
の
出
づ
る
に
逢
ひ
て
、
遽
か
に
下
る
。
謂
へ
ら
く
恒
に
諸
公
に
識
ら
る
と
。

復
た
避
匿
せ
ず
。
乃
ち
衿
を
斂を
さ

め
て
將
に
拜
せ
ん
と
す
。
而
し
て
其
の
帽
を
脱
す

る
こ
と
を
忘
る
。
右
手
に
帽
を
持
し
、
肅
然
と
し
て
頂
を
露あ
ら

は
し
、
路
側
に
俯
伏

す
。
公
車
の
前
驅
、
頤
お
と
が
ひを
解
か
ざ
る
者
無
し
。

〔
訳
文
〕

史
大
夫
で
あ
る
朝
親
は
、
若
い
時
に
文
章
生
と
な
っ
た
。
彼
の
顔
が
ひ
ど
く
長
い

た
め
、
人
々
は
﹁
長
面
進
士
﹂
と
あ
だ
名
し
て
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
つ
ね
に

文
人
の
集
ま
り
に
参
加
し
、
各
公
卿
の
邸
宅
に
出
入
り
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ

の
珍
奇
で
愚
か
し
い
さ
ま
の
た
め
に
、
い
つ
も
軽
視
し
侮
ら
れ
た
。
あ
る
日
、
朝

親
は
人
の
車
を
借
り
て
、
そ
れ
に
乗
っ
て
出
か
け
た
。
車
は
小
さ
く
て
天
井
が
低

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
朝
親
は
し
ば
ら
く
中
に
お
り
、
密
か
に
烏
帽
子
を
脱
ぎ
、
手

に
持
っ
て
前
に
進
ん
だ
。︵
折
し
も
︶
大
臣
で
あ
る
藤
原
忠
通
の
外
出
に
逢
い
、

慌
て
て
車
か
ら
降
り
た
。
日
頃
公
卿
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
と
思
い
込
み
、
避
け

て
身
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
襟
を
正
し
て
拝
礼
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ

の
烏
帽
子
を
脱
い
だ
こ
と
を
忘
れ
た
。
右
手
に
烏
帽
子
を
持
ち
、
恐
れ
慎
み
な
が

ら
頭
頂
を
露
わ
に
し
た
ま
ま
、
道
の
傍
ら
に
頭
を
下
げ
て
ひ
れ
伏
し
た
。
忠
通
の

車
を
先
導
す
る
者
た
ち
は
皆
、
あ
ご
が
は
ず
れ
る
ほ
ど
大
笑
い
し
た
。
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三
九

〔
語
釈
〕

史
大
夫
　﹁
史
﹂
は
太
政
官
な
ど
の
主
典
で
、
文
案
作
成
、
公
文
書
管
理
な
ど
を

つ
か
さ
ど
る
。﹁
大
夫
﹂
は
五
位
以
上
の
官
人
の
称
。﹁
史
﹂
は
六
位
相
当

官
で
あ
る
が
、
年
功
に
よ
っ
て
五
位
と
な
っ
た
も
の
は
﹁
史
大
夫
﹂
と

呼
ぶ
。

朝
親
　
藤
原
朝
親
。
生
没
年
未
詳
。
藤
原
朝
隆
の
男
。
平
安
後
期
の
官
人
。
正
五

位
下
、
兵
部
大
輔
に
至
る
。

文
章
生
　
大
学
寮
で
文
章
道
を
学
ぶ
学
生
で
、
式
部
省
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。

文
章
道
は
漢
詩
文
、
史
書
な
ど
を
専
攻
し
た
。﹁
進
士
﹂
と
も
い
う
。

會
文
　
文
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
文
芸
を
談
じ
る
こ
と 

。﹃
論
語
﹄﹁
顏
淵
﹂
篇
の

﹁
君
子
以
レ

文
會
レ

友
︵
君
子
　
文
を
以
て
友
を
會
す
︶﹂
に
由
来
す
る
。

奇
騃
　
珍
奇
で
愚
か
の
意
。﹁
騃
﹂
は
愚
か
。

車
　
　
典
拠
に
は
﹁
輿
車
﹂
と
す
る
。
手
車
の
よ
う
な
人
の
手
で
押
し
、
ま
た
は

引
く
小
形
の
車
を
指
す
か
。

輕
侮
　
軽
ん
じ
て
侮
蔑
す
る
こ
と
。

丞
相
　
大
臣
の
唐
名
。
典
拠
で
は
、﹁
法
性
寺
殿
﹂
藤
原
忠
通
と
な
っ
て
い
る
。

藤
原
忠
通
。
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
。
平
安
後
期
の
公
卿
。
法
性
寺
殿
は

別
称
。
摂
政
・
関
白
。
藤
原
頼
長
の
兄
で
あ
る
。
書
に
優
れ
、
法
性
寺
流

の
開
祖
と
な
っ
て
い
る
。

避
匿
　
避
け
て
隠
す
。
貴
人
の
行
列
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
身
を
隠
す
礼
。

斂
衿
　
襟
を
正
す
。
身
な
り
を
整
え
る
こ
と
で
恭
敬
の
意
を
表
す
。﹁
斂
﹂
は
収

め
る
の
意
で
、﹁
衿
﹂
は
襟
を
指
す
。
ま
た
、
斂
衽
と
も
い
う
。

肅
然
　
恐
れ
慎
む
さ
ま
。

露
頂
　
頭
の
頂
を
露
わ
に
す
る
。
当
時
、
露
頭
に
な
る
こ
と
は
恥
で
あ
っ
た
た
め
、

こ
の
一
話
で
は
、
朝
親
が
自
分
の
露
頭
を
う
っ
か
り
と
忘
れ
た
こ
と
は
、

笑
い
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

俯
伏
　
頭
を
下
げ
て
俯
く
こ
と
。
恐
れ
入
る
さ
ま
。

前
驅
　
行
列
な
ど
の
前
方
を
騎
馬
で
先
導
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。

解
頤
　
あ
ご
が
は
ず
れ
る
く
ら
い
に
大
笑
い
す
る
こ
と
。﹁
頤
﹂
は
あ
ご
の
意
。

〔
典
拠
〕

﹃
十
訓
抄
﹄
巻
一
│
第
四
十
四
話
。

︵
馮
　
超
鴻
︶

〔
紕
漏
４
〕

楊
楳
公
源
顯
雅
。
恒
多
誤
言
。
在
二

人
家
一

。
秋
雨
忽
至
。
以
二

其
車
在
一レ

外
。
欲
レ

令
レ

內
レ

之
。
便
命
二

從
者
一

。
言
車
降
。
令
二

雨
內
一

。
有
レ

人
調
笑
曰
。
車
軸
天
降
。

可
レ

畏
耳
。
人
有
二

勸
喩
者
一

云
。
是
亦
公
病
耳
。
若
禱
二

神
佛
一

可
レ

除
。
公
曰
然
。

意
欲
レ

言
レ

造
二

三
尺
觀
音
一

。
正
有
レ

鼠
過
レ

側
。
乃
復
誤
言
曰
。
將
下

造
二

三
尺
鼠
一

。

奉
レ

此
祈
上

焉
。
人
皆
傳
笑
。

〔
書
き
下
し
文
〕

楊
楳
公 

源
顯
雅
は
、
恒
に
多
く
誤
言
す
。
人
家
に
在
り
て
、
秋
雨
忽
ち
至
る
。

其
の
車  
外
に
在
る
を
以
て
、
之
を
內い

れ
し
め
ん
と
欲
し
、
便
ち
從
者
に
命
じ
て

言
へ
ら
く
、﹁
車
降
る
。
雨
を
し
て
內
れ
し
め
よ
﹂
と
。
人
有
り
て
調
笑
し
て
曰
く
、

﹁
車
軸
　
天
よ
り
降
る
、
畏
る
べ
き
の
み
﹂
と
。
人
の
勸
喩
す
る
者
有
り
て
云
ふ
、
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四
〇

﹁
是
も
亦
た
公
の
病
な
る
の
み
。
若
し
神
佛
に
禱い
の

ら
ば
、
除
す
べ
し
﹂
と
。
公
曰
く
、

﹁
然
り
﹂
と
。
意
に
三
尺
の
觀
音
を
造
ら
ん
と
言
は
ん
と
欲
す
。
正
に
鼠
有
り
て

側
ら
を
過
ぐ
。
乃
ち
復
た
誤
言
し
て
曰
く
、﹁
將
に
三
尺
の
鼠
を
造
り
、
此
を
奉

じ
て
祈
ら
ん
と
す
﹂
と
。
人
皆
傳
笑
す
。

〔
訳
文
〕

楊
梅
公
源
顕
雅
は
常
々
言
い
間
違
い
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
あ
る
人
の
家
に

立
ち
寄
っ
た
時
に
、
に
わ
か
に
秋
雨
が
降
っ
て
き
た
。
公
は
車
が
外
に
あ
っ
た
の

で
、
中
に
入
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
従
者
に
命
じ
て
言
う
こ
と
に
は
、

﹁
車
が
降
っ
て
き
た
。
雨
を
中
へ
入
れ
さ
せ
よ
﹂
と
。
あ
る
人
が
か
ら
か
っ
て
言

う
こ
と
に
は
、﹁
車
軸
が
天
か
ら
降
っ
て
く
る
と
は
、
恐
ろ
し
い
か
ぎ
り
で
す
﹂

と
。
公
に
勧
め
諭
す
者
が
い
て
言
う
こ
と
に
は
、﹁
こ
れ
が
公
の
欠
点
で
す
。
も

し
神
仏
に
祈
っ
た
な
ら
ば
、
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
。
公
が
言
う

こ
と
に
は
、﹁
よ
い
考
え
だ
﹂
と
。
心
の
中
で
三
尺
の
観
音
を
造
ろ
う
と
言
お
う

と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
鼠
が
側
ら
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
ま

た
言
い
間
違
っ
て
、﹁
三
尺
の
鼠
を
造
り
、
神
と
奉
じ
て
祈
願
し
よ
う
﹂
と
。
人
々

は
皆
そ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
笑
っ
た
。

〔
語
釈
〕

源
顯
雅
　
一
〇
七
四
～
一
一
三
六
。
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
。
右
大
臣
源
顕
房
の

子
。
康
和
四
年
︵
一
一
〇
二
︶
六
月
、
蔵
人
頭
右
中
将
か
ら
参
議
に
任
ぜ

ら
れ
、
後
に
正
二
位
権
大
納
言
に
至
り
、
楊
梅
大
納
言
と
号
し
た
。
詩
文

や
管
弦
に
疎
く
、
そ
の
無
能
さ
を
た
び
た
び
嘲
笑
さ
れ
た
。
　

調
笑
　
か
ら
か
う
こ
と
。
ま
た
、
た
わ
む
れ
笑
う
こ
と
。

車
軸
　
車
輪
の
軸
と
な
る
棒
の
こ
と
。
ま
た
、
大
き
い
雨
垂
れ
の
た
と
え
と
し

て
も
使
わ
れ
、﹃
法
苑
珠
林
﹄
に
は
﹁
注
二

洪
雨
一

、
其
滴
甚
麤
、
或
如
二

車

軸
一

﹂
と
あ
る
。﹁
車
降
﹂
で
は
な
く
て
﹁
車
軸
天
降
﹂
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。

〔
典
拠
〕

﹃
十
訓
抄
﹄
巻
一
│
第
三
十
九
話
。

︵
橘
　
和
久
︶

〔
紕
漏
５
〕

寬
治
時
。
上
聞
二

明
宗
者
①
工
一レ

笛
。
特
召
令
レ

奏
。
明
宗
鄙
怯
。
其
日
在
二

上
前
一

。

畏
縮
殊
甚
。

不
レ

能
レ

吹
而
止
。
上
更
密
命
下

其
所
二

親
昵
一

女
侍
上

。
迎
私
令
レ

吹
レ

之
。
而
上
乃
匿
聽
焉
。
音
調
果
妙
。
於
レ

是
使
二

人
傳
一レ

詔
賞
曰
。
殊
勝
レ

所
レ

聞
。

明
宗
便
驚
二

上
已
有
一レ

聽
。
鄙
怯
性
發
。
忽
復
撲
然
墜
レ

地
。
世

目
二

安
樂
鹽
一

。

傳
以
爲
レ

笑
。

〔
書
き
下
し
文
〕

寬
治
の
時
、
上 

明
宗
と
い
ふ
者 

笛
に
工
み
な
り
と
聞
く
。
特
に
召
し
て
奏
せ
し

む
。
明
宗 

鄙
怯
な
り
。
其
の
日 

上
の
前
に
在
り
。
畏
縮
殊
に
甚
し
。

に
吹
く

こ
と
能
は
ず
し
て
止
む
。
上 

更
に
密
に
其
の
親
昵
す
る
所
の
女
侍
に
命
じ
、
迎

へ
て
私
に
之
を
吹
か
し
む
。
而
し
て
上 

乃
ち
匿
れ
て
聽
く
。
音
調
果
し
て
妙
な

り
。
是
に
於
い
て
人
を
し
て
詔
を
傳
へ
し
め
て
賞
し
て
曰
く
、﹁
殊
に
聞
く
所
に

勝
れ
り
﹂
と
。
明
宗 

便
ち
上
の
已
に
聽
く
こ
と
有
る
に
驚
き
、
鄙
怯
性
發
し
、

忽
ち
復
た
撲
然
と
し
て
地
に
墜
つ
。
世

に
安
樂
鹽
と
目
す
。
傳
て
以
て
笑
ひ
と
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四
一

爲
す
。

〔
訳
文
〕

寛
治
の
時
、
堀
河
天
皇
は
明
宗
と
い
う
者
が
笛
を
巧
み
に
吹
く
と
聞
い
た
。
特
別

に
召
し
出
し
て
笛
を
吹
か
せ
た
。
明
宗
は
小
心
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
、
明
宗
は

天
皇
の
御
前
に
出
る
と
、
ひ
ど
く
お
じ
け
づ
い
て
し
ま
っ
た
。
遂
に
笛
を
吹
く
こ

と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。
天
皇
は
さ
ら
に
懇
意
の
女
房
に
命
じ
て
、︵
明
宗
を
︶

密
か
に
迎
え
て
人
知
れ
ず
、
笛
を
吹
か
せ
た
。
こ
う
し
て
天
皇
は
隠
れ
て
聴
い
て

い
た
。
音
色
は
果
た
し
て
見
事
で
あ
っ
た
。
か
く
て
天
皇
は
人
を
差
し
向
け
詔
を

伝
え
て
賞
賛
す
る
こ
と
に
は
、﹁
と
り
わ
け
噂
に
聞
く
以
上
に
勝
れ
て
い
た
﹂
と
。

明
宗
は
天
皇
が
す
で
に
聴
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
驚
き
、
生
来
の
臆
病
な
気
持
ち

が
沸
き
起
こ
り
、
た
ち
ま
ち
打
た
れ
た
よ
う
に
地
面
に
転
げ
落
ち
た
。
世
間
の
人

は
つ
い
に
﹁
安
楽
塩
︵
あ
な
・
落
縁
︶﹂
と
見
て
、
語
り
伝
え
て
お
笑
い
種
に
し
た
。

︹
原
注
︺

①
勘
解
由
次
官
。

︹
書
き
下
し
文
︺

①
勘
解
由
次
官
な
り
。

︹
訳
文
︺

①
勘
解
由
次
官
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

寬
治
　
堀
河
天
皇
の
代
の
年
号
。
一
〇
八
七
～
一
〇
九
四
。

上
　
　
堀
河
天
皇
。
一
〇
七
九
～
一
一
〇
七
。
白
河
天
皇
の
第
二
皇
子
。

一
一
〇
七
年
に
崩
御
し
、
堀
河
院
と
追
号
さ
れ
る
。
和
歌
管
絃
の
道
に
長

じ
、
笙
・
笛
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
多
く
遺
し
て
い
る
。

明
宗
　
未
詳
。

勘
解
由
次
官
　
国
司
交
替
の
審
査
に
あ
た
る
官
の
副
官
。

鄙
怯
　
心
が
弱
く
臆
病
な
こ
と
。
小
心
な
こ
と
。
鄙
は
卑
と
同
義
。

親
昵
　
懇
意
の
。

音
調
　
音
色
。

撲
然
　
打
た
れ
た
よ
う
な
さ
ま
。
ま
た
、
に
わ
か
の
意
。

安
樂
鹽
　
壱
越
調
の
曲
。﹁
あ
な
、
落
縁
﹂
と
か
け
た
か
。﹁
落
縁
﹂
は
縁
よ
り
落

ち
る
こ
と
。

〔
典
拠
〕

﹃
十
訓
抄
﹄
巻
一
︱
第
三
十
八
話
。

︵
荻
原
　
大
地
︶

〔
紕
漏
６
〕

仁
平
中
。
八
幡
行
幸
。
左
府
公
先
至
。
私
拜
レ

神
。
訖
而
降
レ

階
。
時
藤
範
貞
①

爲
二

郞
官
一

。
亦
先
至
。
在
レ

側
立
見
レ

公
。
無
二

執
敬
之
容
一

。
公
怪
使
二

人
問
一

。

識
レ

身
否
。
答
曰
。
未
レ

識
。
公
笑
而
過
。
于
レ

時
皆
云
。
不
レ

識
二

内
覽
大
臣
一

郞
官
。

殊
爲
二

一
奇
事
一

。

〔
書
き
下
し
文
〕

仁
平
中
、
八
幡
の
行
幸
に
、
左
府
公
　
先
に
至
る
。
私
か
に
神
を
拜
し
、
訖
り
て

階
を
降
る
。
時
に
藤
範
貞
　
郞
官
爲た

り
。
亦
た
先
に
至
る
。
側
ら
に
在
り
て
立

ち
て
公
を
見
る
。
執
敬
の
容
無
し
。
公
怪
し
み
て
人
を
し
て
問
は
し
む
、﹁
身
を
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四
二

識
る
や
否
や
﹂
と
。
答
へ
て
曰
く
、﹁
未
だ
識
ら
ず
﹂
と
。
公
笑
ひ
て
過
ぐ
。
時

に
于
い
て
皆
云
ふ
、﹁
内
覽
の
大
臣
を
識
ら
ざ
る
郞
官
﹂
と
。
殊
に
一
の
奇
事
と

爲
す
。

〔
訳
文
〕

仁
平
年
間
、
近
衛
天
皇
が
石
清
水
八
幡
宮
に
行
幸
し
た
際
に
、
左
府
公
︵
藤
原
頼

長
︶
は
先
に
到
着
し
て
、
密
か
に
神
を
拝
し
終
わ
る
と
、
階
段
を
降
り
た
。
そ
の

時
、
藤
原
範
貞
が
蔵
人
の
官
で
あ
り
、
こ
れ
も
先
に
石
清
水
八
幡
宮
に
着
い
て
い

た
。
側
に
立
っ
て
左
府
公
を
見
た
が
、
敬
畏
を
示
す
様
子
は
な
か
っ
た
。
左
府
公

は
不
思
議
に
思
っ
て
、
人
を
遣
っ
て
﹁
先
の
方
を
ご
存
知
か
﹂
と
尋
ね
さ
せ
た
。

す
る
と
、
藤
原
範
貞
は
﹁
存
じ
ま
せ
ん
﹂
と
答
え
た
。
左
府
公
は
笑
い
な
が
ら
通

り
過
ぎ
た
。
そ
の
当
時
、
人
は
皆
﹁
藤
原
範
貞
は
内
覧
を
許
さ
れ
た
大
臣
を
も
知

ら
な
い
蔵
人
の
役
人
だ
﹂
と
噂
し
た
。
と
り
わ
け
の
一
大
奇
事
で
あ
っ
た
。

　︹
原
注
︺　

　
①
式
部
大
輔
永
貞
之
子
。

　︹
書
き
下
し
文
︺

　
①
式
部
大
輔
永
貞
の
子
な
り
。

　︹
訳
文
︺

　
①
式
部
大
輔
永
貞
の
息
子
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

仁
平
　
近
衛
天
皇
の
年
号
。
一
一
五
一
～
一
一
五
三
。

八
幡
宮
　
こ
こ
で
は
石
清
水
八
幡
宮
を
指
す
。
京
都
府
八
幡
市
八
幡
高
坊
、
男
山

に
あ
る
神
社
。
旧
官
幣
大
社
。
祭
神
は
誉
田
別
命
、
息
長
帯
姫
命
、
比

大
神
。
貞
観
元
年
︵
八
五
九
︶
僧
行
教
が
宇
佐
八
幡
宮
の
託
宣
を
受
け
、

翌
年
勧
請
し
た
。
宇
佐
八
幡
、
筥
崎
八
幡
と
と
も
に
三
八
幡
の
一
つ
。
九

月
一
五
日
の
例
大
祭
︵
石
清
水
祭
︶
は
旧
放
生
会
で
、
賀
茂
葵
祭
・
春
日

祭
と
と
も
に
三
大
勅
祭
の
一
つ
。

左
府
　
左
大
臣
の
唐
名
。
こ
こ
で
は
藤
原
頼
長
を
指
す
。
藤
原
頼
長
、
一
一
二
〇
～

一
一
五
六
。
平
安
後
期
の
公
卿
。
宇
治
左
府
・
悪
左
府
と
通
称
さ
れ
る
。

忠
実
の
第
二
子
。
母
は
盛
実
の
娘
。
学
を
好
み
、
ひ
ろ
く
諸
学
に
通
じ
、

父
の
寵
を
得
て
兄
忠
通
と
そ
の
地
位
を
争
い
、
仁
平
元
年
︵
一
一
五
一
︶

内
覧
の
宣
旨
を
受
け
執
政
と
な
っ
た
。
の
ち
近
衛
天
皇
の
死
を
め
ぐ
っ
て

鳥
羽
法
皇
の
信
任
を
失
い
、
崇
徳
上
皇
と
結
ん
で
保
元
の
乱
を
起
こ
し
た

が
、
敗
れ
て
奈
良
に
逃
げ
る
途
中
、
矢
傷
が
悪
化
し
て
死
ん
だ
。
日
記
に

﹃
台
記
﹄
が
あ
る
。

藤
範
貞
　
藤
原
範
貞
、
生
没
年
未
詳
。
藤
原
永
範
の
男
で
、
母
は
大
江
行
重
女
。

天
養
元
年
︵
一
一
四
四
︶
十
二
月
三
十
日
に
学
問
料
を
給
さ
れ
る
。
仁
平

年
間
頃
ま
で
に
皇
嘉
門
院
蔵
人
と
な
っ
て
い
た
。
仁
平
二
年
︵
一
一
五
二
︶

三
月
二
十
五
日
の
石
清
水
行
幸
を
は
じ
め
、
仁
平
四
年
︵
一
一
五
四
︶
三

月
五
日
の
石
清
水
臨
時
祭
、
久
寿
二
年
︵
一
一
五
五
︶
三
月
二
十
三
日
の

石
清
水
臨
時
祭
で
舞
人
を
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

郞
官
　
漢
代
、
侍
郎
・
郎
中
を
郎
官
と
い
う
。
宿
衛
を
掌
る
。
時
に
は
地
方
官
を

兼
ね
る
こ
と
も
あ
る
。
唐
以
降
は
専
ら
郎
中
員
外
を
指
す
。
こ
こ
で
は
蔵

人
の
官
を
い
う
。

執
敬
　
執
は
、
恐
れ
る
。
敬
は
、
敬
う
、
恭
し
い
。
敬
意
を
示
す
こ
と
。
あ
る
い

教育研紀要29号_タテ03堀誠先生.indd   42 19/02/18   20:15



﹃
大
東
世
語
﹄﹁
紕
漏
﹂
篇
注
釈
稿
︵
堀
・
戸
丸
・
叢
・
馮
・
橘
・
荻
原
・
倪
・
樋
口
︶ 

四
三

は
表
す
こ
と
。

内
覽
　
太
政
官
か
ら
天
皇
に
奏
上
す
る
文
書
を
摂
関
・
関
白
ま
た
は
特
に
宣
旨
を

受
け
た
者
が
あ
ら
か
じ
め
内
見
し
、
政
務
を
代
行
す
る
こ
と
。

式
部
大
輔
　
式
部
省
の
次
官
二
人
の
中
の
上
位
の
者
。
正
五
位
下
相
当
。
儒
家

︵
大
江
・
菅
原
両
氏
や
藤
原
氏
日
野
流
の
者
な
ど
︶
で
、
天
皇
の
侍
読
を

経
た
も
の
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
が
例
で
あ
る
。

藤
永
貞
　
藤
原
永
貞
、
生
没
年
未
詳
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
と
、
父
は
真
永
、

母
は
従
四
位
下
安
部
息
道
女
で
あ
る
。
伊
氏
の
娘
を
妻
に
、
嗣
宗
を
長
男

に
持
つ
。
範
貞
が
息
子
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
一
説
に
藤
原
範

貞
は
藤
原
永
範
の
息
子
で
あ
る
。
藤
原
永
範
、
一
一
〇
二
～
一
一
八
〇
。

平
安
時
代
後
期
の
公
卿
、
漢
詩
人
。

〔
典
拠
〕

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
十
六
︱
五
一
一
﹁
蔵
人
判
官
範
貞
内
覧
の
大
臣
頼
長
を
見
知

ら
ざ
る
事
﹂。

〔
備
考
〕

範
貞
は
親
交
の
深
か
っ
た
藤
原
忠
通
が
そ
の
弟
の
頼
長
と
不
仲
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
故
意
に
頼
長
を
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

︵
倪
　
晨
︶

〔
紕
漏
７
〕

一
癡
人
珍
二

襲
朗
詠
集
一

。
稱
是
野
衟
風
筆
。
或
問
此
集
四
條
亞
相
所
レ

選
。
野
公

乃
爲
二

數
世
先
輩
一

。
得
レ

無
二

年
時
相
睽
一

邪
。
其
人
曰
。
是
乃
所
二

以
爲
一レ

珍
也
。

〔
書
き
下
し
文
〕

一
の
癡ち

人
　
朗
詠
集
を
珍
襲
す
。
稱
す
、﹁
是
れ
野
衟
風
の
筆
な
り
﹂
と
。
或
る

ひ
と
問
ふ
、﹁
此
の
集
は
四
條
亞
相
の
選
す
る
所
な
り
。
野
公
は
乃
ち
數
世
の
先

輩
爲た

り
。
年
時
相
睽そ
む

く
こ
と
無
き
こ
と
を
得
ん
や
﹂
と
。
其
の
人
曰
く
、﹁
是
れ

乃
ち
珍
と
爲す

る
所
以
な
り
﹂
と
。

〔
訳
文
〕

あ
る
粗
忽
者
が
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
秘
蔵
し
て
お
り
、﹁
小
野
道
風
の
真
筆
で
す
﹂

と
自
慢
し
た
。
あ
る
人
が
﹁
こ
の
詩
歌
集
は
四
条
大
納
言
藤
原
公
任
が
撰
し
た
も

の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
野
道
風
公
は
数
代
前
の
先
人
に
当
た
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
時
代
が
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の

人
物
は
﹁
だ
か
ら
こ
そ
珍
重
す
る
価
値
が
あ
る
の
で
す
﹂
と
答
え
た
。

〔
語
釈
〕

癡
人
　
愚
か
な
人
。
た
だ
し
、
典
拠
﹃
徒
然
草
﹄
で
は
単
に
﹁
或
者
﹂
と
な
っ
て

い
る
。

珍
襲
　
秘
蔵
す
る
。

朗
詠
集
　
和
漢
朗
詠
集
。
藤
原
公
任
撰
の
詩
歌
撰
集
。
漢
詩
文
の
句
五
八
八
首
、

和
歌
二
一
六
首
を
載
せ
る
。
当
時
の
人
々
の
美
意
識
が
反
映
さ
れ
、
後
世

に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

野
衟
風
　
小
野
道
風
。
八
九
四
～
九
六
六
。
平
安
時
代
の
貴
族
・
書
家
。
小
野
篁

の
孫
。
醍
醐
、
朱
雀
、
村
上
の
三
代
の
天
皇
に
仕
え
、
特
に
草
書
に
優
れ

た
。
そ
の
書
は
﹁
野
蹟
﹂
と
呼
ば
れ
、
唐
風
に
対
す
る
和
様
を
確
立
し
た
。

藤
原
佐
理
、
藤
原
行
成
と
と
も
に
三
蹟
と
称
さ
れ
た
。
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四
四

四
條
亞
相
　
藤
原
公
任
。
九
六
六
～
一
〇
四
一
。
平
安
時
代
の
貴
族
、
歌
人
。
藤

原
頼
忠
の
長
男
。
正
二
位
権
大
納
言
に
至
る
。
花
山
天
皇
時
代
か
ら
藤
原

道
長
の
頃
に
か
け
て
活
躍
す
る
。
屋
敷
が
四
条
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
﹁
四

条
大
納
言
﹂
と
呼
ば
れ
た
。
歌
論
﹃
新
撰
髄
脳
﹄、
撰
集
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄

が
あ
る
。
和
歌
、
漢
詩
、
管
弦
の
諸
芸
に
秀
で
、﹁
三
船
の
才
﹂
の
故
事

が
有
名
で
あ
る
。﹁
亞
相
﹂
は
大
納
言
の
唐
名
。
道
風
の
没
年
に
公
任
は

誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

相
睽
　
互
い
に
背
き
合
う
。

〔
典
拠
〕

﹃
徒
然
草
﹄
第
八
十
八
段
。

︵
樋
口
　
敦
士
︶
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